
低入札価格調査制度実施要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、調査基準価格を設定した一般競争入札において調査基準価格を下回

る金額で入札した入札者に対して行う、契約の内容に適合した履行がされないおそれの

有無に係る調査（以下「低入札価格調査」という。）に関し、法令等別に定めるもののほ

か、必要な事項を定める。 

（対象事業） 

第２条 調査基準価格は、予定価格（予定価格書開封前又は予定価格書を省略する場合は

設計金額とする。以下同じ。）が、次に掲げる金額以上の競争入札に設定する。 

 （１）工事又は製造の請負 ３，５００万円 

 （２）測量・コンサルタント業務委託 ２，０００万円 

 （３）前２号以外の請負（最低制限価格制度実施要領（平成２６年４月１日制定）第２

条第３号に規定する特定業務委託を除く。以下「その他の請負」という。） ２，００

０万円 

（調査基準価格） 

第３条 工事又は製造の請負に係る調査基準価格は、別表１に掲げる予定価格を算出する

基礎となったアからエの合計額から千円未満の端数を切り捨てた額に１００分の１１０

を乗じて得た額とする。ただし、アからエの合計額が次の各号に掲げる場合にあっては、

当該各号に定める額から千円未満の端数を切り捨てた額に１００分の１１０を乗じて得

た額とする。なお、調査基準価格の算出にあたっては別表２に留意するものとする。 

（１）入札書比較価格（予定価格に１１０分の１００を乗じて得た額をいう。以下同じ。）

に１００分の９２を乗じて得た額を超える場合 入札書比較価格に１００分の９２

を乗じた額 

（２）入札書比較価格に１００分の７５を乗じて得た額に満たない場合 入札書比較価

格に１００分の７５を乗じた額 

２ 測量・コンサルタント業務委託に係る調査基準価格は、別表１に掲げる予定価格を算

出する基礎となったアからエの合計額から千円未満の端数を切り捨てた額に１００分の

１１０を乗じて得た額とする。ただし、アからエの合計額が次の各号に掲げる場合にあ

っては、当該各号に定める額から千円未満の端数を切り捨てた額に１００分の１１０を

乗じて得た額とする。 

（１）建設工事に準じた積算をした測量・コンサルタント業務委託で、入札書比較価格

に１００分の９２を乗じて得た額を超える場合 入札書比較価格に１００分の９２

を乗じた額 

（２）建設工事に準じた積算をした測量・コンサルタント業務委託で、入札書比較価格

に１００分の７５を乗じて得た額に満たない場合 入札書比較価格に１００分の７

５を乗じた額 

（３）前２号の場合を除く測量業務で、入札書比較価格に１０分の８．２を乗じて得た

額を超える場合 入札書比較価格に１０分の８．２を乗じた額 

（４）第１号及び第２号の場合を除く測量業務で、入札書比較価格に１０分の６を乗じ

て得た額に満たない場合 入札書比較価格に１０分の６を乗じた額 



（５）第１号及び第２号の場合を除く建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設

コンサルタント業務又は補償関係コンサルタント業務で、入札書比較価格に１０分の

８．１を乗じて得た額を超える場合 入札書比較価格に１０分の８．１を乗じた額 

（６）第１号及び第２号の場合を除く建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設

コンサルタント業務又は補償関係コンサルタント業務で、入札書比較価格に１０分の

６を乗じて得た額に満たない場合 入札書比較価格に１０分の６を乗じた額 

（７）第１号及び第２号の場合を除く地質調査業務で、入札書比較価格に１０分の８．

５を乗じて得た額を超える場合 入札書比較価格に１０分の８．５を乗じた額 

（８）第１号及び第２号の場合を除く地質調査業務で、入札書比較価格に３分の２を乗

じて得た額に満たない場合 入札書比較価格に３分の２を乗じた額 

３ 前項の場合において、一の事業で別表１に掲げる複数の業種区分により積算されてい

るものは、それぞれの業種区分について前項の計算を行い、その合計額を調査基準価格

とする。この場合において、「入札書比較価格」は、「当該業種区分に係る積算額の合計

額」と読み替えるものとする。 

４ その他の請負に係る調査基準価格は、次の各号に規定する額から千円未満の端数を切

り捨てた額に１００分の１１０を乗じて得た額とする。 

（１）入札者（予定価格を超える入札金額を提示した者を除く。以下同じ。）が５者以上

いる場合 

入札者数を５で除した数（１未満の端数切捨て）を求め、入札者のうち、入札金額

の高い者及び入札金額の低い者からそれぞれ当該数の人数を除いた者のした入札金

額の平均に０．９を乗じて得た額。ただし、当該金額が、入札書比較価格に１００分

の７０を乗じて得た額に満たない場合は、入札書比較価格に１００分の７０を乗じて

得た額とする。 

（２）入札者が５者未満の場合 

入札書比較価格に１００分の７０を乗じて得た額 

５ 契約の性質上、第１項から第３項までの規定により調査基準価格を算出し難い事業に

おいては、第１項から第３項までの規定にかかわらず、入札書比較価格から千円未満の

端数を切り捨てた額に１００分の７０を乗じた額に１００分の１１０を乗じて得た額を

調査基準価格とする。 

（失格基準価格） 

第４条 工事又は製造の請負で調査基準価格を設定したものは、失格基準価格（その価格

を下回った入札では、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると判断する基

準となる価格をいう。以下同じ。）を定めるものとする。 

２ 失格基準価格は、予定価格を算出する基礎となった次の各号に掲げる額（１円未満の

額は切捨てとする。）の合計から千円未満の端数を切り捨てた額に１００分の１１０を

乗じて得た額とする。なお、算出にあたっては別表２に留意するものとする。 

（１）直接工事費の額に１００分の７５を乗じて得た額 

（２）共通仮設費の額に１００分の７０を乗じて得た額 

（３）現場管理費の額に１００分の７０を乗じて得た額 

（４）一般管理費等の額に１００分の３０を乗じて得た額 



３ 第１項の規定にかかわらず、契約の性質上、前項の規定により失格基準価格を算出し

難いものについては、失格基準価格を定めないことができる。 

（調査基準価格及び失格基準価格の決定等） 

第５条 佐倉市財務規則（平成元年規則第６号）第１２９条第２項の場合において、調査

基準価格及び失格基準価格は、契約担当課の職員が計算し、契約担当課長が決定する。 

２ 前項の場合において、予定価格書には、調査基準価格の記載に代え、調査基準価格を

この要領に基づき定める旨の記載をするものとする。 

（入札者への周知） 

第６条 調査基準価格を設定した事業においては、入札に係る公告の際に次に掲げる事項

を説明しなければならない。 

（１）調査基準価格が設定されていること。 

（２）失格基準価格の設定の有無 

（３）第１順位者（無効又は失格となったものを除き、予定価格と失格基準価格の範囲

内で最低の価格をもって入札した者をいう。ただし、総合評価一般競争入札にあって

は、評価値の最も高い者をいう。以下同じ。）の入札価格が調査基準価格を下回る場合

は、落札者の決定を保留とし、調査実施のうえ後日落札者を決定すること。 

（４）失格基準価格を下回る価格で入札した者は、失格となること。 

（５）第１順位者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、第１順位者であっても、

必ずしも落札者とならない場合があること。 

（６）第１順位者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、第１順位者は、指定され

た期日内に指示された書類を作成し、提出しなければならないこと。また、事後の事

情聴取に協力しなければならないこと。 

（７）必要に応じ、第１順位者でなくとも、前号の書類の提出及び事情聴取を求める場

合があること。 

（８）前２号の書類の提出及び事情聴取に対し、拒否又は非協力の意思を示した者のし

た入札は無効とすること。 

（９）契約保証金の割合を、契約金額の１００分の３０（予定価格が１億５千万円以上

の工事又は製造の請負の場合は１００分の４０）以上とすること。 

（開札の執行等） 

第７条 開札執行の結果、第１順位者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、入札執

行者は、落札者の決定を保留する旨を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、その

開札を終了する。この場合において、第１順位者となるべき者が複数ある場合は、くじ

により第１順位者を１者に確定するものとする。 

２ 調査基準価格を下回る入札をした者のうち、失格基準価格を下回る価格をもって入札

した者は、失格とする。この場合において、低入札価格調査は実施しない。 

３ 第１項に規定する落札者の決定を保留する旨の宣言及び落札者は後日決定する旨の告

知は、電子入札を執行した場合においては、電子入札システムにより「保留通知書」を

発行することをもって代えるものとする。 

４ 入札執行者は、第１順位者を除く入札者のうち、最低の価格をもって入札した者（総

合評価方式による入札にあっては、別に定める落札決定順位が同順位の者）が複数ある



場合は、第１項の規定により落札者の決定を保留する旨を宣言した後、くじにより順位

を確定するものとする。 

５ 第１項の規定により落札者の決定を保留したときは、入札執行者は、開札の終了後直

ちに、佐倉市低入札価格調査委員会（以下「調査委員会」という。）の委員長へ報告しな

ければならない。 

（低入札価格調査の調査事項） 

第８条 低入札価格調査に関する調査事項（以下「調査事項」という。）は、次に掲げると

おりとする。なお、第１号から第１０号までの事項に係る調査は事業担当課が行い、第

１１号から第１３号までの事項に係る調査は、契約担当課が行うものとする。 

（１）当該価格で入札した理由 

（２）入札価格の積算内訳書及び積算書比較等の詳細な検討状況 

（３）労務者の供給に関する事項 

（４）手持事業等の状況 

（５）契約対象事業箇所等と入札者の事務所、倉庫等との関連状況 

（６）資材（機器）、設備等の調達に関する事項 

（７）手持ち資材、機械、設備に関する事項 

（８）建設副産物に関する事項 

（９）過去に施工した同種の公共事業名、発注者及び成績状況並びに履行状況 

（１０）（１）から（９）までの事情聴取した結果についての調査検討 

（１１）経営内容 

（１２）経営状況について取引金融機関、保証会社等への照会 

（１３）信用状態 

ア 建設業法等事業の関係法令等違反の有無 

イ 賃金不払い等賃金に関する状況 

ウ 下請代金の支払遅延状況 

エ その他（民間信用機関等の情報等） 

（１４）その他の必要な事項 

（申告書類の提出） 

第９条 事業担当課長は、第７条第１項の規定により落札者の決定が保留されたときは、

被調査者（現に調査を受けている者をいう。以下同じ。）に前条第１号から第９号に規定

する調査事項に関する書類（以下「申告書類」という。）を提出させる期限を、開札した

日から起算して３日以内（佐倉市の休日に関する条例（平成元年佐倉市条例第１３号）

に定める市の休日は除く。）で定め、開札終了後できる限り速やかに被調査者に通知する

ものとする。 

２ 申告書類の提出先は、事業担当課とする。 

３ 被調査者は、前項の書類の提出に際し、自らの低入札価格の内容を立証するために自

らが必要と認める書類を別に提出することができる。 

（事情聴取等） 

第１０条 事業担当課は、被調査者から申告書類の提出を受けた後、事情聴取等を行い、

契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認しなければならない。



なお、事情聴取は、必要に応じ、一の被調査者について複数回実施することができるも

のとする。 

２ 事業担当課は、申告書類及び事情聴取の調査結果について低入札価格調査表を作成し、

契約担当課に提出するものとする。 

３ 契約担当課は、提出された低入札価格調査表に、第１１号から第１３号までの事項に

係る調査結果を記入の上、調査委員会に提出し、審査を受けるものとする。なお、審査

時の説明は、事業担当課及び契約担当課の職員が行う。 

４ 事業担当課及び契約担当課は、調査委員会の審査に際し、第１２条に規定する失格判

定基準に基づき、被調査者の失格の有無等を併せて報告するものとする。 

（調査の中止） 

第１１条 事業担当課は、正当な理由なく第９条第１項に規定する期日までに書類の提出

がなかったとき、又は被調査者が事情聴取等に応じないときは、当該被調査者に対する

低入札価格調査を中止し、速やかに契約担当課に報告しなければならない。 

２ 前項の規定により低入札価格調査を中止したときは、当該被調査者の入札を無効とす

る。 

３ 第１項の規定により低入札価格調査を中止したときは、契約担当課は、調査委員会に

その旨を報告するとともに、被調査者に対し、指名停止の措置を講じるものとする。た

だし、これのみをもって違約金徴収の対象とはしない。 

４ 被調査者が第１順位者ではなく、かつ、低入札価格調査の対象となる入札と同日に開

札した別の入札において第１順位者である場合で、低入札価格調査の対象となる入札と

第１順位者となった入札において専任技術者を重複して申請していたときは、低入札価

格調査の対象となる入札を辞退することができる。この場合において、前２項に規定す

る入札無効及び指名停止の措置は行わないものとする。 

５ 事業担当課は、低入札価格調査の実施にあたり、前各項の規定について被調査者に説

明するものとする。 

（失格判定基準） 

第１２条 低入札価格調査の結果、被調査者を失格とする基準（以下「失格判定基準」と

いう。）は、次の各号のとおりとする。 

（１）前条第２項に該当する場合 

（２）設計仕様等に適合しない場合 

ア 市が示した設計図書及び仕様書等に計上した設計数量や工法、施工条件（佐倉市

週休２日工事実施要領に基づく週休２日工事の実施を含む。）を満足していない場

合 

イ 材料・製品等について、市が示した設計仕様に適合した品質・規格を満足してい

ない場合 

（３）積算内訳書算出根拠が適正でない場合 

ア 算出根拠が明確でない場合 

イ 金額が一括して計上されている場合 

ウ 下請け見積額を下回る積算額が計上されている場合 

エ 下請け見積書等の工事内容（規模、工法、数量等）が不明確な場合 



オ 資材（機器）設備等の購入に係る見積額を下回る積算額が計上されている場合 

カ 監理技術者等の人件費、保険料、工事登録費用等の必要な経費が計上されていな

い場合 

キ 下請け予定業者の見積金額が過去に取引した実績のある価格を基礎として見積

もられておらず、積算内訳書記載価格が所謂「指し値」である等、不当に低額に設

定されたことが明白である場合 

（４）建設副産物の処理が適正でない場合 

ア 建設副産物について適正な処理費用が計上されていない場合 

イ 建設副産物の搬出予定地や処理体制等が設計仕様書等に合致していない場合 

（５）法令違反や契約上の基本事項違反等であると認められる場合 

ア 監理技術者等が重複専任になる場合 

イ その他法令違反 

（６）前各号のほか、適正な工事の履行がなされないと認められる場合 

ア 入札日から過去１年以内において、賃金不払い等で送検（労働基準監督署から検

察庁への書類送検）を受けている場合（不起訴となった場合は除く。） 

イ 入札日から過去１年以内において、千葉県建設工事紛争審査会から下請代金の未

払い等で支払いを命じる仲裁判断が出された場合（和解的仲裁判断は除く。） 

ウ その他適正な工事等の履行がなされないと認められる場合 

（落札者の決定等） 

第１３条 低入札価格調査の結果、第１順位者について、失格判定基準に抵触せず、契約

に適合した履行がなされないおそれがないと判断した場合は、調査委員会は、第１順位

者を落札者として決定するものとする。 

２ 低入札価格調査の結果、第１順位者について失格判定基準に抵触する場合は、第１順

位者を失格とする。この場合において、失格者を除く入札者から再度、第１順位者を決

定し、落札者とすることができる。この場合において、新たな第１順位者の入札価格が

調査基準価格を下回る場合は、落札者として決定せず、低入札価格調査を行うものとす

る。 

３ 前２項の規定にかかわらず、履行期間、時間的な制約等特別な事由がある場合は、調

査基準価格を下回る全員に対して、低入札価格調査を同時に行うことができるものとす

る。 

（落札者の通知） 

第１４条 落札者が決定したときは、契約担当課長は、事業担当課長に開札調書の送付を

もって通知するものとする。 

２ 契約担当課長は、低入札価格調査が行われた場合において、落札者が決定したときは、

入札者に対し、次の各号に掲げる通知を書面、電話又は電磁的な方法等により行うもの

とする。 

（１）第１順位者が落札者となった場合は、その旨 

（２）第１順位者以外の者が落札者となった場合は、第１順位者に対しては第１順位者

であるが落札者とはならなかった旨、その他の入札者に対しては第１順位者以外の者

が落札者となった旨 



（契約後の取扱い） 

第１５条 低入札価格調査を実施した事業にあっては、次の各号に掲げるとおり、対象事

業の監督員体制（調査職員体制も含む）等の強化に努めるものとする。 

（１）建設工事の請負にあっては、施工体制台帳等を活用した適正な施工体制の確保に

ついて（平成１５年１１月７日付国総入企第２５号）において通知された施工体制台

帳等活用マニュアルに基づき施工体制台帳の確認、ヒアリングを行うものとし、特に、

技術者の現場専任制の徹底、一括した請負に関する点検の強化については、重点的に

行うものとする。なお、その他の請負にあっては、業務主任担当者の専任制の徹底及

び一括下請負状況の監視の強化並びに労務者等の法令遵守の状況等の確認を重点的

に行うものとする。 

（２）建設工事の請負にあっては、前号の施工体制台帳等の確認のほか、中間検査を行

うものとする。 

（３）監督員は、低入札価格調査を実施した事業に係る監督業務において段階確認、施

工又は実施（以下「施工等」という。）の検査等を実施するにあたって、立会を原則と

する。また、あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工計画書等の記載内容に沿っ

た施工等が実施されているかの確認を併せて行い、実際の施工等が記載内容と異なる

場合は、その理由等について確認し、適切な指導を行うものとする。なお、その他の

請負にあっては、事業の実施等について、適宜、契約図書等に基づき現地等において

確認するとともに、確認の結果、契約図書等と異なる場合は、その理由等について調

査・確認し、適切な措置を行うよう指導するものとする。 

（４）落札者の責による契約解除に伴う違約金の割合を、契約金額の１００分の３０（予

定価格が１億５千万円以上の工事又は製造の請負の場合は１００分の４０）とする。 

（虚偽説明等への対応） 

第１６条 市長は、落札者の決定後、落札者が虚偽の低入札価格調査報告書等の提出又は

虚偽の説明を行ったことが明らかとなった場合は、指名停止の措置を講じるものとする。 

（低入札価格調査マニュアル） 

第１７条 低入札価格調査の方法等に係るマニュアルは、別に定める。 

（その他） 

第１８条 入札を執行する事業（財産の売払い及び物件の貸付けは除く。）において、入札

執行前に著しい低価格による入札等がなされる情報がある場合は、この要領の規定を適

宜準用し、調査できるものとする。 

（補則） 

第１９条 この要領に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、その都度関係部局と協議

し、定めるものとする。 

附 則 

この要領は、平成１１年１２月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１３年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１３年７月１日から施行する。 



附 則 

この要領は、平成１４年８月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１５年７月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１６年７月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２７年７月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和２年９月２４日決裁 佐契第６３７号） 

（施行期日） 

１ この要領は、決裁の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の規定は、令和２年１０月１日以降に公告する入札から適用し、同日前に公

告する入札については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月３０日決裁 佐契第１２０１号） 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３０日決裁 佐契第９１４号） 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年７月１９日決裁 佐契第４４２号） 

この要領は、決裁日から施行する。 

附 則（令和６年３月１４日決裁 佐契第１２２４号） 

（施行期日） 

１ この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の規定は、施行日以降に公告する入札から適用し、同日前に公告する入札に

ついては、なお従前の例による。 



附 則（令和７年３月３１日決裁 佐契第１２５４号） 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

業種区分 ア イ ウ エ 

建設工事 

（建設工事に準じ

る積算を含む。） 

直接工事費の額に
１００分の９７を
乗じて得た額 

共通仮設費の額に
１００分の９０を
乗じて得た額 

現場管理費の額に
１００分の９０を
乗じて得た額 

一般管理費の額に
１００分の６８を
乗じて得た額 

測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 
諸経費の額に１０
分の５を乗じて得

た額 
－ 

建築関係の建設コ
ンサルタント業務 

直接人件費の額 特別経費の額 
技術料等経費の１
０分の６を乗じて

得た額 

諸経費の額に１０
分の６を乗じて得

た額 

土木関係の建設コ
ンサルタント業務 

直接人件費の額 直接経費の額 
その他原価の額に
１０分の９を乗じ

て得た額 

一般管理費等の額
に１０分の５を乗
じて得た額 

地質調査業務 直接調査費の額 
間接調査費の額に
１０分の９を乗じ

て得た額 

解析等調査業務費
の額に１０分の８
を乗じて得た額 

諸経費の額に１０
分の５を乗じて得

た額 

補償関係コンサル
タント業務 

直接人件費の額 直接経費の額 
その他原価の額に
１０分の９を乗じ

て得た額 

一般管理費等の額
に１０分の５を乗
じて得た額 

すべて円未満切捨てとする。 

 

 

 

別表２ 

項目名 左に含む費目 

直接工事費の額 直接工事費、直接製作費、機器単体費、処分費、等 

共通仮設費の額 共通仮設費、間接労務費、等 

現場管理費の額 
現場管理費、工場管理費、据付間接費、設計技術費、機器間接費、

等 

一般管理費等の額 一般管理費、等 

 


